
 

 

研究炉等に係るＩＮＥＳ評価ワーキンググループ設置要綱 

 

平成１５年１２月２２日 

改訂 平成１９年 ２月２７日 

改訂 平成２０年 ７月１０日 

改訂 平成２１年 ２月２７日 

原 子 力 規 制 室 

 

(目的) 

第１条 文部科学省の所管する試験研究用原子炉施設，研究開発段階にある原子炉施設（発電

の用に供するものを除く。），核燃料物質の使用施設等及び核燃料物質等の陸上輸送（以下「研

究炉等」という。）の事故・故障等について，国際原子力事象評価尺度（以下「ＩＮＥＳ

（International Nuclear Event Scale）」という。）ユーザーズ・マニュアル及びその追加ガ

イダンスの評価基準（以下「ＩＮＥＳ基準」という。）に基づいて評価を行うため，文部科学

省科学技術・学術政策局に設置している研究炉等安全規制検討会の下に原子力安全に係る専

門家からなる研究炉等に係るＩＮＥＳ評価ワーキンググループ（以下「ＩＮＥＳ評価ＷＧ」

という。）を設置する。 

 

(事務) 

第２条 ＩＮＥＳ評価ＷＧは，ＩＮＥＳ基準に基づき，文部科学省が法令報告事象又は社会的影

響が大きいと判断した事象に関して暫定的に評価したＩＮＥＳの妥当性について検討する。 

２ 文部科学省は，ＩＮＥＳ評価ＷＧの検討結果を参考にし，原因究明が終了した時点でＩＮ

ＥＳの正式値を確定する。 

３ 文部科学省は，評価結果を研究炉等安全規制検討会に報告する。 

 

（委員会） 

第３条 ＩＮＥＳ評価ＷＧ委員（以下「委員」という。）は１０人以内で構成する。 

 

（委員） 

第４条 委員は，原子力安全技術アドバイザーから充てる。 

 

 (公開) 

第５条 ＩＮＥＳ評価ＷＧは公開とする。 

 

（庶務） 

第６条 ＩＮＥＳ評価ＷＧの事務は，文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規

制室が行う。 

 

附則 この要綱は，平成１５年１２月２２日から施行する。 

附則 この要綱は，平成１９年２月２７日から施行する。 

附則 この要綱は，平成２０年７月１０日から施行する。 

附則 この要綱は，平成２１年２月２７日から施行する。 

ＩＮＥＳ８－２ 
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